
農地あっせん事業の流れ（売買・貸借） 
 

 

１５日締切 で「出し手」（農地所有者）より≪あっせん申

出書≫を農業委員会事務局へ提出し、農地の貸し出し、売り渡

し案件を受付します。 

 

受付後、≪あっせん申出書≫の写しと≪あっせん連絡票≫

を、「地区担当推進委員」へ送付します。「地区担当推進委員」

は「出し手」に聞き取りを行い、希望する賃借期間や賃借料・

売渡金額を確認します。 

 

「地区担当推進委員」が「受け手」を捜し、「受け手」が見

つかったら、貸借期間、賃借料・売渡し金額等を聞き取りの

上、調整をします。 

 

当月２４日まで、「地区担当推進委員」が、≪あっせん連絡

票≫を作成します。（調整結果を記入し、担当推進委員が欄

へ署名する） 

 

当月２５日頃、「あっせん委員会（9 月～5 月）」において、

「地区担当推進委員」が、あっせんの内容を報告し、あっせ

ん調整を行います。 

 

 

翌月１日頃、「出し手」「受け手」両者で、農用地利用集積計

画書（契約書に代わるものです）に調印をします。 

 

 

翌月２５日頃「農業委員会総会」で、調印された農用地利用

集積計画書（契約書）の内容が審議され、あっせん内容が決定

されます。 

 

翌々月１日頃、町で告示後に集積計画書（契約書）を「出

し手」と「受け手」へ送付します。 
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